
２０２４年３月１日 

  

 

セントラル警備保障株式会社 一般事業主行動計画【次世代法】 

 

 社員が仕事と子育てを両立し、すべての社員に対して働きやすい環境をつくり、ひとりひと

りがその能力を十分に発揮できる会社を目指すことを目的に、セントラル警備保障株式会社は

次のように行動計画を策定します。 

 

１． 計画期間 ２０２４年３月１日～２０２７年２月２８日 

 

２．内容 

目標１：２０２５年４月までに、子育てと仕事を両立する社員を支援するため、「子の看

護休暇」の付与日数を法定以上数に改定する。 

 

＜対策＞ 

 ● ２０２４年 ４月～ ・社員のニーズの把握、看護休暇の取得状況の把握、検討開始 

 ● ２０２５年 ４月～ ・制度の導入 

・社内報などによる社員への周知 

 

 

＜対策＞ 

 ● ２０２４年１０月～ ・検討会の設置及び受け入れ方法や体制についての検討開始 

 ● ２０２５年 ４月～ ・社内報等による社員への参加日実施についての周知 

 ● ２０２５年 ８月～ ・職場ファミリーデーの実施、次回に向けての検討 

 

 

＜対策＞ 

 ● ２０２５年１０月～ ・社員のニーズ把握、検討する 

 ● ２０２６年１０月～ ・制度の導入 

・社内報などによる社員への周知 

  

以上 

目標２：社員の家族が仕事や職場に対する理解を深めるため、家族を職場に招き、職場見

学や社員と交流する「職場ファミリーデー」を２０２５年月８月までに実施する。 

目標３：２０２６年１０月までに社員のワークライフバランスの充実を支援するため、

「ファミリーサポート休暇制度」を導入する。 


